
 

 

2022（令和 4 年度）TUT 同窓会第 2 回定例役員会（メール会議）議事録 

 

期間：2022 年 7 月 28 日～8 月 2 日 

議事録：稲田 

 

議題 

 

1． 同窓会会則等の一部改正について 

卒業生連携室との打ち合わせの中で，会則等に一部改正が必要な箇所があり改正箇所・

改正案について審議した結果，承認された。 

総会での説明に，補足として卒業生連携室黒柳様の解釈を補足説明に加えて記録に残す

ようにすることとした。 

 

2． 新型コロナウイルス感染者への宿泊・移動支援について 

新型コロナ対策募金の同窓会以外の残額は 1,763 千円で，これが不足する場合には、同

窓会からの残額から支出させていただきたいという要望が大学側よりあった。 

2021 年度まで大学運営予算で支出してきた費目である「感染者の宿泊および移動経費」

を，2022 年度より「大学基金」から支出することにした，という大学の判断について，

会計監査上この使途が適切であることを確認することを条件として，本件は承認するこ

ととなった。 

 

備考：卒業生連携室からのメール連絡内容： 

----- 

① 会則等の改訂に関して 

個人情報の利用について、覚書の第７の乙の（5）で「その他、同窓会の目的を達成する

ために必要とされる事業」には、同窓会費の請求目的に使うことも含まれていると考えてい

ます。 

会則第 19 条で運営に必要な経費、第 20 条で正会費について定めています。その徴収や

納付の督促は、同窓会の事務手続なので、このように個人情報を利用することが、必要とさ

れる事業として、一般的かつ合理的に予想・想定できると思います。 

個人情報の登録及び更新について、覚書の第６の２で「新入学生（同窓会準会員）の新規

個人情報の登録は、原則として甲の情報提供に基づき、同窓会に関連する情報は 乙がシス

テムを通じて行うものとする。」について、新規個人情報というのは、覚書の第４(1)～(4)

の情報提供であって、(5)の同窓会情報は乙が保有しているので、「原則として」ともあり、

乙が情報提供することを読み取れると思います。 

 



 

 

② 新型コロナウイルス感染者への宿泊・移動支援について 

１．大学で募ったコロナ関連の寄付の現状の寄付額と使途 

＜新型コロナ対策募金＞ 

2020 年度収入 28,540 千円（うち同窓会 20,000 千円） 

2021 年度収入  1,563 千円 

合計     30,103 千円 

2020 年度支出 

 給付型奨学金      8,340 千円 

 学生渡日・海外渡航支援 1,100 千円（同窓会） 

 緊急学生支援金    12,898 千円（同窓会） 

  小計        22,338 千円（うち同窓会 13,998 千円） 

2020 年度支出 

 学生渡日・海外渡航支援 1,140 千円（同窓会） 

 同窓会学生支援金    2,194 千円（同窓会） 

  小計         3,334 千円（同窓会） 

合計        25,672 千円（うち同窓会 17,332 千円） 

残額         4,431 千円（うち同窓会 2,668 千円） 

２．もし上記に余裕があるのなら、同窓会支援金の中から先に支出する理由 

 新型コロナ対策募金の同窓会以外の残額は、1,763 千円でこれが不足する場合には、同窓

会からの残額から支出させていただきたいというお願いです。 

 


